
















例第191条の3第1項に規定する指定就労

定着支援事業者をいう。以下同じ。)との

連絡調整を行わなければならない。 

 4 指定障害者支援施設等は、就労継続支援

B型の提供に当たっては、利用者が指定就

労定着支援の利用を希望する場合には、

第2項に規定する支援が終了した日以後

速やかに当該指定就労定着支援を受けら

れるよう、指定就労定着支援事業者との

連絡調整に努めなければならない。 

(運営規程) (運営規程) 

第47条 指定障害者支援施設等は、次に掲

げる施設の運営についての重要事項に関

する運営規程(第53条において「運営規

程」という。)を定めておかなければなら

ない。 

第47条 指定障害者支援施設等は、次に掲

げる施設の運営についての重要事項に関

する運営規程(第53条第1項において「運

営規程」という。)を定めておかなければ

ならない。 

(1)～(13) [略] (1)～(13) [略] 

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第48条 [略] 第48条 [略] 

2～3 [略] 2～3 [略] 

 4 指定障害者支援施設等は、適切な施設障

害福祉サービスの提供を確保する観点か

ら、職場において行われる性的な言動又

は優越的な関係を背景とした言動であっ

て業務上必要かつ相当な範囲を超えたも

のにより従業者の就業環境が害されるこ

とを防止するための方針の明確化等の必

要な措置を講じなければならない。 

 (業務継続計画の策定等) 

 第48条の2 指定障害者支援施設等は、感染

症又は非常災害の発生時において、利用

者に対する施設障害福祉サービスの提供

を継続的に実施し、及び非常時の体制で

早期の業務再開を図るための計画(以下

この条において「業務継続計画」という。)

を策定し、当該業務継続計画に従い必要

な措置を講じなければならない。 

 2 指定障害者支援施設等は、従業者に対

し、業務継続計画について周知するとと

もに、必要な研修及び訓練を定期的に実
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施しなければならない。 

 3 指定障害者支援施設等は、定期的に業務

継続計画の見直しを行い、必要に応じて

業務継続計画の変更を行うものとする。 

(非常災害対策) (非常災害対策) 

第50条 [略] 第50条 [略] 

2～4 [略] 2～4 [略] 

 5 指定障害者支援施設等は、前項に規定す

る訓練の実施に当たって、地域住民の参

加が得られるよう連携に努めなければな

らない。 

5 [略]  6 [略] 

(衛生管理等) (衛生管理等) 

第51条 [略] 第51条 [略] 

2 指定障害者支援施設等は、指定障害者支

援施設等において感染症又は食中毒が発

生し、又はまん延しないように必要な措

置を講ずるよう努めなければならない。 

2 指定障害者支援施設等は、当該指定障害

者支援施設等において感染症又は食中毒

が発生し、又はまん延しないように、次

に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための対策を検討する委員

会(テレビ電話装置等を活用して行う

ものを含む。)を定期的に開催するとと

もに、その結果について、従業者に周

知徹底を図ること。 

 (2) 感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための指針を整備するこ

と。 

 (3) 従業者に対し、感染症及び食中毒の

予防及びまん延の防止のための研修及

び訓練を定期的に実施すること。 

(掲示) (掲示) 

第53条 [略] 第53条 [略] 

 2 指定障害者支援施設等は、前項に規定す

る事項を記載した書面を当該指定障害者

支援施設等に備え付け、かつ、これをい

つでも関係者に自由に閲覧させることに

より、同項の規定による掲示に代えるこ

とができる。 

(身体拘束等の禁止) (身体拘束等の禁止) 
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第54条 [略] 第54条 [略] 

2 [略] 2 [略] 

 3 指定障害者支援施設等は、身体拘束等の

適正化を図るため、次に掲げる措置を講

じなければならない。 

 (1) 身体拘束等の適正化のための対策

を検討する委員会(テレビ電話装置等

を活用して行うものを含む。)を定期的

に開催するとともに、その結果につい

て、従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体拘束等の適正化のための指針

を整備すること。 

 (3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化

のための研修を定期的に実施するこ

と。 

 (虐待の防止) 

 第60条の2 指定障害者支援施設等は、当該

指定障害者支援施設等における虐待の発

生又はその再発を防止するため、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

 (1) 虐待の防止のための対策を検討す

る委員会(テレビ電話装置等を活用し

て行うものを含む。)を定期的に開催す

るとともに、その結果について、従業

者に周知徹底を図ること。 

 (2) 従業者に対し、虐待の防止のための

研修を定期的に実施すること。 

 (3) 前2号に掲げる措置を適切に実施す

るための担当者を置くこと。 

備考 

1 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄

中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がない場合には、当該改正部分

を削る。 

2 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改

める。 

3 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正後部分を加える。 

(那覇市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例の一部改正) 

第2条 那覇市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例(平成30年那覇市条例第24号)の一部を次のように改正する。 
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改正前 改正後 

付 則 付 則 

(経過措置) (経過措置) 

2 この条例の施行の際現に指定を受けて

いる改正前の那覇市指定障害者支援施設

等の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例第7条及び第11条に規定す

る指定障害者支援施設等については、同

条例第6条及び第10条の規定にかかわら

ず、平成33年3月31日までの間は、なお従

前の例による。 

2 この条例の施行の際現に指定を受けて

いる改正前の那覇市指定障害者支援施設

等の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例第7条及び第11条に規定す

る指定障害者支援施設等については、同

条例第6条及び第10条の規定にかかわら

ず、令和4年3月31日までの間は、なお従

前の例による。 

備考 前条の表備考2の規定は、この表による改正について準用する。 

 

   付 則 

 (施行期日)  

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 

 (虐待の防止に係る経過措置) 

2 施行日から令和4年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の那覇市指定障害者支

援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新条例」という。)

第3条第3項及び第60条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」と

あるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。 

 (業務継続計画の策定等に係る経過措置) 

3 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第48条の2の規定の適用については、同条

第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実

施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行う」とあ

るのは「行うよう努める」とする。 

 (感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の対策等に係る経過措置) 

4 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第51条第2項の規定の適用については、同

項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。 

 (身体拘束等の禁止に係る経過措置) 

5 施行日から令和4年3月31日までの間、新条例第54条第3項の規定の適用については、同

項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。 
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議案第５９号 

 

 

 

那覇市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 

那覇市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を別紙のように制定する。 

 

 

 

令和３年２月 19日提出 

 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子 

 

 

 

（提案理由） 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により

定めるべきこととされている条例が従うべき基準等を定めた「障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービスの事

業の設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)の改正に伴い、これに対応す

る条例の規定を整理する等のため、この案を提出する。 
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   那覇市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例 

 

那覇市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年那覇

市条例第43号)の一部を次のように改正する。 

 

改正前 改正後 

目次 目次 

第1章 [略] 第1章 [略] 

第2章 療養介護(第5条―第33条) 第2章 療養介護(第5条―第33条の2) 

第3章～第9章 [略] 第3章～第9章 [略] 

付則 付則 

(障害福祉サービス事業者の一般原則) (障害福祉サービス事業者の一般原則) 

第3条 [略] 第3条 [略] 

2 [略] 2 [略] 

3 障害福祉サービス事業者は、利用者の人

権の擁護、虐待の防止等のため、責任者

を設置する等必要な体制の整備を行うと

ともに、その職員に対し、研修を実施す

る等の措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

3 障害福祉サービス事業者は、利用者の人

権の擁護、虐待の防止等のため、必要な

体制の整備を行うとともに、その職員に

対し、研修を実施する等の措置を講じな

ければならない。 

(非常災害対策) (非常災害対策) 

第9条 [略] 第9条 [略] 

2～4 [略] 2～4 [略] 

 5 療養介護事業者は、前項に規定する訓練

の実施に当たって、地域住民の参加が得

られるよう連携に努めなければならな

い。 

5 [略] 6 [略] 

(療養介護計画の作成等) (療養介護計画の作成等) 

第18条 [略] 第18条 [略] 

2～4 [略] 2～4 [略] 

5 サービス管理責任者は、療養介護計画の

作成に係る会議(利用者に対する療養介

護の提供に当たる担当者等を招集して行

う会議をいう。)を開催し、前項に規定す

る療養介護計画の原案の内容について意

見を求めるものとする。 

5 サービス管理責任者は、療養介護計画の

作成に係る会議(利用者に対する療養介

護の提供に当たる担当者等を招集して行

う会議をいい、テレビ電話装置その他の

情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」

という。)を活用して行うものを含む。)
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を開催し、前項に規定する療養介護計画

の原案の内容について意見を求めるもの

とする。 

6～10 [略] 6～10 [略] 

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第26条 [略] 第26条 [略] 

2～3 [略] 2～3 [略] 

 4 療養介護事業者は、適切な療養介護の提

供を確保する観点から、職場において行

われる性的な言動又は優越的な関係を背

景とした言動であって業務上必要かつ相

当な範囲を超えたものにより職員の就業

環境が害されることを防止するための方

針の明確化等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

 (業務継続計画の策定等) 

 第26条の2 療養介護事業者は、感染症又は

非常災害の発生時において、利用者に対

する療養介護の提供を継続的に実施し、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図

るための計画(以下この条において「業務

継続計画」という。)を策定し、当該業務

継続計画に従い必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

 2 療養介護事業者は、職員に対し、業務継

続計画について周知するとともに、必要

な研修及び訓練を定期的に実施しなけれ

ばならない。 

 3 療養介護事業者は、定期的に業務継続計

画の見直しを行い、必要に応じて業務継

続計画の変更を行うものとする。 

(衛生管理等) (衛生管理等) 

第28条 [略] 第28条 [略] 

2 療養介護事業者は、療養介護事業所にお

いて感染症又は食中毒が発生し、又はま

ん延しないように必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

2 療養介護事業者は、当該療養介護事業所

において感染症又は食中毒が発生し、又

はまん延しないように、次に掲げる措置

を講じなければならない。 

 (1) 感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための対策を検討する委員
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会(テレビ電話装置等を活用して行う

ものを含む。)を定期的に開催するとと

もに、その結果について、職員に周知

徹底を図ること。 

 (2) 感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための指針を整備するこ

と。 

 (3) 職員に対し、感染症及び食中毒の予

防及びまん延の防止のための研修及び

訓練を定期的に実施すること。 

(身体拘束等の禁止) (身体拘束等の禁止) 

第29条 [略] 第29条 [略] 

2 [略] 2 [略] 

 3 療養介護事業者は、身体拘束等の適正化

を図るため、次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。 

 (1) 身体拘束等の適正化のための対策

を検討する委員会(テレビ電話装置等

を活用して行うものを含む。)を定期的

に開催するとともに、その結果につい

て、職員に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体拘束等の適正化のための指針

を整備すること。 

 (3) 職員に対し、身体拘束等の適正化の

ための研修を定期的に実施すること。 

 (虐待の防止) 

 第33条の2 療養介護事業者は、当該療養介

護事業所における虐待の発生又はその再

発を防止するため、次に掲げる措置を講

じなければならない。 

(1) 虐待の防止のための対策を検討す

る委員会(テレビ電話装置等を活用し

て行うものを含む。)を定期的に開催す

るとともに、その結果について、職員

に周知徹底を図ること。 

(2) 職員に対し、虐待の防止のための研

修を定期的に実施すること。 

(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施す

るための担当者を置くこと。 
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(職場への定着のための支援の実施) (職場への定着のための支援等の実施) 

第45条の2 [略]  第45条の2 [略] 

 2 生活介護事業者は、当該生活介護事業者

が提供する生活介護を受けて通常の事業

所に新たに雇用された障がい者が指定就

労定着支援(那覇市指定障害福祉サービ

スの事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例(平成24年那覇市

条例第41号)第191条の2に規定する指定

就労定着支援をいう。以下同じ。)の利用

を希望する場合には、前項に規定する支

援が終了した日以後速やかに当該指定就

労定着支援を受けられるよう、指定就労

定着支援事業者(同条例第191条の3第1項

に規定する指定就労定着支援事業者をい

う。以下同じ。)との連絡調整に努めなけ

ればならない。 

(衛生管理等) (衛生管理等) 

第49条 [略] 第49条 [略] 

2 生活介護事業者は、生活介護事業所にお

いて感染症又は食中毒が発生し、又はま

ん延しないように必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

2 生活介護事業者は、当該生活介護事業所

において感染症又は食中毒が発生し、又

はまん延しないように、次に掲げる措置

を講じなければならない。 

(1) 感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための対策を検討する委員

会(テレビ電話装置等を活用して行う

ものを含む。)を定期的に開催するとと

もに、その結果について、職員に周知

徹底を図ること。 

(2) 感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための指針を整備するこ

と。 

(3) 職員に対し、感染症及び食中毒の予

防及びまん延の防止のための研修及び

訓練を定期的に実施すること。 

(準用) (準用) 

第51条 第9条、第10条、第14条から第20

条まで、第25条から第27条まで、第29条

から第33条までの規定は、生活介護の事

業について準用する。この場合において、

第51条 第9条、第10条、第14条から第20

条まで、第25条から第27条まで、第29条

から第33条の2までの規定は、生活介護の

事業について準用する。この場合におい

- 93 -



第10条第2項第1号中「第18条第1項」とあ

るのは「第51条において準用する第18条

第1項」と、「療養介護計画」とあるのは

「生活介護計画」と、同項第2号中「第2

9条第2項」とあるのは「第51条において

準用する第29条第2項」と、同項第3号中

「第31条第2項」とあるのは「第51条にお

いて準用する第31条第2項」と、同項第4

号中「第33条第2項」とあるのは「第51

条において準用する第33条第2項」と、第

17条第1項中「次条第1項」とあるのは「第

51条において準用する次条第1項」と、第

18条中「療養介護計画」とあるのは「生

活介護計画」と、第19条中「前条」とあ

るのは「第51条において準用する前条」

と読み替えるものとする。 

て、第10条第2項第1号中「第18条第1項」

とあるのは「第51条において準用する第1

8条第1項」と、「療養介護計画」とある

のは「生活介護計画」と、同項第2号中「第

29条第2項」とあるのは「第51条において

準用する第29条第2項」と、同項第3号中

「第31条第2項」とあるのは「第51条にお

いて準用する第31条第2項」と、同項第4

号中「第33条第2項」とあるのは「第51

条において準用する第33条第2項」と、第

17条第1項中「次条第1項」とあるのは「第

51条において準用する次条第1項」と、第

18条中「療養介護計画」とあるのは「生

活介護計画」と、第19条中「前条」とあ

るのは「第51条において準用する前条」

と読み替えるものとする。 

(準用) (準用) 

第56条 第9条、第10条、第14条から第20

条まで、第25条から第27条まで、第29条

から第33条まで、第35条から第39条まで、

第41条、第42条及び第45条の2から第50

条までの規定は、自立訓練(機能訓練)の

事業について準用する。この場合におい

て、第10条第2項第1号中「第18条第1項」

とあるのは「第56条において準用する第1

8条第1項」と、「療養介護計画」とある

のは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同

項第2号中「第29条第2項」とあるのは「第

56条において準用する第29条第2項」と、

同項第3号中「第31条第2項」とあるのは

「第56条において準用する第31条第2項」

と、同項第4号中「第33条第2項」とある

のは「第56条において準用する第33条第2

項」と、第17条第1項中「次条第1項」と

あるのは「第56条において準用する次条

第1項」と、第18条中「療養介護計画」と

あるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、

同条第8項中「6月」とあるのは「3月」と、

第19条中「前条」とあるのは「第56条に

おいて準用する前条」と読み替えるもの

とする。 

第56条 第9条、第10条、第14条から第20

条まで、第25条から第27条まで、第29条

から第33条の2まで、第35条から第39条ま

で、第41条、第42条及び第45条の2から第

50条までの規定は、自立訓練(機能訓練)

の事業について準用する。この場合にお

いて、第10条第2項第1号中「第18条第1

項」とあるのは「第56条において準用す

る第18条第1項」と、「療養介護計画」と

あるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、

同項第2号中「第29条第2項」とあるのは

「第56条において準用する第29条第2項」

と、同項第3号中「第31条第2項」とある

のは「第56条において準用する第31条第2

項」と、同項第4号中「第33条第2項」と

あるのは「第56条において準用する第33

条第2項」と、第17条第1項中「次条第1

項」とあるのは「第56条において準用す

る次条第1項」と、第18条中「療養介護計

画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計

画」と、同条第8項中「6月」とあるのは

「3月」と、第19条中「前条」とあるのは

「第56条において準用する前条」と読み

替えるものとする。 

- 94 -



(準用) (準用) 

第61条 第9条、第10条、第14条から第20

条まで、第25条から第27条まで、第29条

から第33条まで、第35条から第37条まで、

第41条、第42条、第45条の2から第50条ま

で、第54条及び第55条の規定は、自立訓

練(生活訓練)の事業について準用する。

この場合において、第10条第2項第1号中

「第18条第1項」とあるのは「第61条にお

いて準用する第18条第1項」と、「療養介

護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)

計画」と、同項第2号中「第29条第2項」

とあるのは「第61条において準用する第2

9条第2項」と、同項第3号中「第31条第2

項」とあるのは「第61条において準用す

る第31条第2項」と、同項第4号中「第33

条第2項」とあるのは「第61条において準

用する第33条第2項」と、第17条第1項中

「次条第1項」とあるのは「第61条におい

て準用する次条第1項」と、第18条中「療

養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活

訓練)計画」と、同条第8項中「6月」とあ

るのは「3月」と、第19条中「前条」とあ

るのは「第61条において準用する前条」

と、第41条第2項中「6人以上」とあるの

は「宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活

訓練)については6人以上、宿泊型自立訓

練については10人以上」と読み替えるも

のとする。 

第61条 第9条、第10条、第14条から第20

条まで、第25条から第27条まで、第29条

から第33条の2まで、第35条から第37条ま

で、第41条、第42条、第45条の2から第5

0条まで、第54条及び第55条の規定は、自

立訓練(生活訓練)の事業について準用す

る。この場合において、第10条第2項第1

号中「第18条第1項」とあるのは「第61

条において準用する第18条第1項」と、「療

養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活

訓練)計画」と、同項第2号中「第29条第2

項」とあるのは「第61条において準用す

る第29条第2項」と、同項第3号中「第31

条第2項」とあるのは「第61条において準

用する第31条第2項」と、同項第4号中「第

33条第2項」とあるのは「第61条において

準用する第33条第2項」と、第17条第1項

中「次条第1項」とあるのは「第61条にお

いて準用する次条第1項」と、第18条中「療

養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活

訓練)計画」と、同条第8項中「6月」とあ

るのは「3月」と、第19条中「前条」とあ

るのは「第61条において準用する前条」

と、第41条第2項中「6人以上」とあるの

は「宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活

訓練)については6人以上、宿泊型自立訓

練については10人以上」と読み替えるも

のとする。 

(職員の配置の基準) (職員の配置の基準) 

第64条 [略] 第64条 [略] 

2～5 [略] 2～5 [略] 

6 第1項第3号の就労支援員のうち1人以上

は、常勤でなければならない。 

 

7 [略]  6 [略] 

(認定就労移行支援事業所の職員の員数) (認定就労移行支援事業所の職員の員数) 

第65条 [略] 第65条 [略] 

2 前項の職員及びその員数については、前

条第2項から第5項まで及び第7項の規定

を準用する。 

2 前項の職員及びその員数については、前

条第2項から第6項までの規定を準用す

る。 
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(職場への定着のための支援の実施) (職場への定着のための支援等の実施) 

第68条 [略] 第68条 [略] 

 2 就労移行支援事業者は、利用者が指定就

労定着支援の利用を希望する場合には、

前項に規定する支援が終了した日以後速

やかに指定就労定着支援を受けられるよ

う、指定就労定着支援事業者との連絡調

整を行わなければならない。 

(準用) (準用) 

第70条 第9条、第10条、第14条から第20

条まで、第25条から第27条まで、第29条

から第33条まで、第35条から第39条まで、

第41条、第42条、第44条、第45条、第46

条から第50条まで及び第54条の規定は、

就労移行支援の事業について準用する。

この場合において、第10条第2項第1号中

「第18条第1項」とあるのは「第70条にお

いて準用する第18条第1項」と、「療養介

護計画」とあるのは「就労移行支援計画」

と、同項第2号中「第29条第2項」とある

のは「第70条において準用する第29条第2

項」と、同項第3号中「第31条第2項」と

あるのは「第70条において準用する第31

条第2項」と、同項第4号中「第33条第2

項」とあるのは「第70条において準用す

る第33条第2項」と、第17条第1項中「次

条第1項」とあるのは「第70条において準

用する次条第1項」と、第18条中「療養介

護計画」とあるのは「就労移行支援計画」

と、同条第8項中「6月」とあるのは「3

月」と、第19条中「前条」とあるのは「第

70条において準用する前条」と、第41条

第1項中「生活介護事業所」とあるのは「就

労移行支援事業所(認定就労移行支援事

業所を除く。)」と読み替えるものとする。 

第70条 第9条、第10条、第14条から第20

条まで、第25条から第27条まで、第29条

から第33条の2まで、第35条から第39条ま

で、第41条、第42条、第44条、第45条、

第46条から第50条まで及び第54条の規定

は、就労移行支援の事業について準用す

る。この場合において、第10条第2項第1

号中「第18条第1項」とあるのは「第70

条において準用する第18条第1項」と、「療

養介護計画」とあるのは「就労移行支援

計画」と、同項第2号中「第29条第2項」

とあるのは「第70条において準用する第2

9条第2項」と、同項第3号中「第31条第2

項」とあるのは「第70条において準用す

る第31条第2項」と、同項第4号中「第33

条第2項」とあるのは「第70条において準

用する第33条第2項」と、第17条第1項中

「次条第1項」とあるのは「第70条におい

て準用する次条第1項」と、第18条中「療

養介護計画」とあるのは「就労移行支援

計画」と、同条第8項中「6月」とあるの

は「3月」と、第19条中「前条」とあるの

は「第70条において準用する前条」と、

第41条第1項中「生活介護事業所」とある

のは「就労移行支援事業所(認定就労移行

支援事業所を除く。)」と読み替えるもの

とする。 

  (厚生労働大臣が定める事項の評価等) 

 第72条の3 就労継続支援A型事業者は、就

労継続支援A型事業所ごとに、おおむね1

年に1回以上、利用者の労働時間その他の
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当該指定就労継続支援A型事業所の運営

状況に関し必要な事項として厚生労働大

臣が定める事項について、厚生労働大臣

が定めるところにより、自ら評価を行い、

その結果をインターネットの利用その他

の方法により公表しなければならない。 

(職場への定着のための支援等の実施) (職場への定着のための支援等の実施) 

第83条 [略] 第83条 [略] 

 2 就労継続支援A型事業者は、利用者が指

定就労定着支援の利用を希望する場合に

は、前項に規定する支援が終了した日以

後速やかに指定就労定着支援を受けられ

るよう、指定就労定着支援事業者との連

絡調整に努めなければならない。 

(準用) (準用) 

第85条 第9条、第10条、第14条から第20

条まで、第25条から第27条まで、第29条

から第33条まで、第35条、第42条、第46

条から第50条まで及び第54条の規定は、

就労継続支援A型の事業について準用す

る。この場合において、第10条第2項第1

号中「第18条第1項」とあるのは「第85

条において準用する第18条第1項」と、「療

養介護計画」とあるのは「就労継続支援A

型計画」と、同項第2号中「第29条第2項」

とあるのは「第85条において準用する第2

9条第2項」と、同項第3号中「第31条第2

項」とあるのは「第85条において準用す

る第31条第2項」と、同項第4号中「第33

条第2項」とあるのは「第85条において準

用する第33条第2項」と、第17条第1項中

「次条第1項」とあるのは「第85条におい

て準用する次条第1項」と、第18条中「療

養介護計画」とあるのは「就労継続支援A

型計画」と、第19条中「前条」とあるの

は「第85条において準用する前条」と読

み替えるものとする。 

第85条 第9条、第10条、第14条から第20

条まで、第25条から第27条まで、第29条

から第33条の2まで、第35条、第42条、第

46条から第50条まで及び第54条の規定

は、就労継続支援A型の事業について準用

する。この場合において、第10条第2項第

1号中「第18条第1項」とあるのは「第85

条において準用する第18条第1項」と、「療

養介護計画」とあるのは「就労継続支援A

型計画」と、同項第2号中「第29条第2項」

とあるのは「第85条において準用する第2

9条第2項」と、同項第3号中「第31条第2

項」とあるのは「第85条において準用す

る第31条第2項」と、同項第4号中「第33

条第2項」とあるのは「第85条において準

用する第33条第2項」と、第17条第1項中

「次条第1項」とあるのは「第85条におい

て準用する次条第1項」と、第18条中「療

養介護計画」とあるのは「就労継続支援A

型計画」と、第19条中「前条」とあるの

は「第85条において準用する前条」と読

み替えるものとする。 

(準用) (準用) 

第88条 第9条、第10条、第14条から第20

条まで、第25条から第27条まで、第29条

第88条 第9条、第10条、第14条から第20

条まで、第25条から第27条まで、第29条

- 97 -



から第33条まで、第35条、第37条、第38

条、第42条、第44条、第46条から第50条

まで、第54条、第72条、第74条から第76

条まで及び第81条から第83条までの規定

は、就労継続支援B型の事業について準用

する。この場合において、第10条第2項第

1号中「第18条第1項」とあるのは「第88

条において準用する第18条第1項」と、「療

養介護計画」とあるのは「就労継続支援B

型計画」と、同項第2号中「第29条第2項」

とあるのは「第88条において準用する第2

9条第2項」と、同項第3号中「第31条第2

項」とあるのは「第88条において準用す

る第31条第2項」と、同項第4号中「第33

条第2項」とあるのは「第88条において準

用する第33条第2項」と、第17条第1項中

「次条第1項」とあるのは「第88条におい

て準用する次条第1項」と、第18条中「療

養介護計画」とあるのは「就労継続支援B

型計画」と、第19条中「前条」とあるの

は「第88条において準用する前条」と、

第81条第1項中「第85条」とあるのは「第

88条」と、「就労継続支援A型計画」とあ

るのは「就労継続支援B型計画」と読み替

えるものとする。 

から第33条の2まで、第35条、第37条、第

38条、第42条、第44条、第46条から第50

条まで、第54条、第72条、第74条から第7

6条まで及び第81条から第83条までの規

定は、就労継続支援B型の事業について準

用する。この場合において、第10条第2

項第1号中「第18条第1項」とあるのは「第

88条において準用する第18条第1項」と、

「療養介護計画」とあるのは「就労継続

支援B型計画」と、同項第2号中「第29条

第2項」とあるのは「第88条において準用

する第29条第2項」と、同項第3号中「第3

1条第2項」とあるのは「第88条において

準用する第31条第2項」と、同項第4号中

「第33条第2項」とあるのは「第88条にお

いて準用する第33条第2項」と、第17条第

1項中「次条第1項」とあるのは「第88条

において準用する次条第1項」と、第18

条中「療養介護計画」とあるのは「就労

継続支援B型計画」と、第19条中「前条」

とあるのは「第88条において準用する前

条」と、第81条第1項中「第85条」とある

のは「第88条」と、「就労継続支援A型計

画」とあるのは「就労継続支援B型計画」

と読み替えるものとする。 

(規模に関する特例) (規模に関する特例) 

第89条 多機能型による生活介護事業所

(以下「多機能型生活介護事業所」とい

う。)、自立訓練(機能訓練)事業所(以下

「多機能型自立訓練(機能訓練)事業所」

という。)、自立訓練(生活訓練)事業所(以

下「多機能型自立訓練(生活訓練)事業所」

という。)、就労移行支援事業所(以下「多

機能型就労移行支援事業所」という。)、

就労継続支援A型事業所(以下「多機能型

就労継続支援A型事業所」という。)及び

就労継続支援B型事業所(以下「多機能型

就労継続支援B型事業所」という。)(以下

「多機能型事業所」と総称する。)は、一

体的に事業を行う多機能型事業所の利用

定員(多機能型による児童福祉法第21条

第89条 多機能型による生活介護事業所

(以下「多機能型生活介護事業所」とい

う。)、自立訓練(機能訓練)事業所(以下

「多機能型自立訓練(機能訓練)事業所」

という。)、自立訓練(生活訓練)事業所(以

下「多機能型自立訓練(生活訓練)事業所」

という。)、就労移行支援事業所(以下「多

機能型就労移行支援事業所」という。)、

就労継続支援A型事業所(以下「多機能型

就労継続支援A型事業所」という。)及び

就労継続支援B型事業所(以下「多機能型

就労継続支援B型事業所」という。)(以下

「多機能型事業所」と総称する。)は、一

体的に事業を行う多機能型事業所の利用

定員(多機能型による那覇市指定通所支
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の5の18第1項及び第2項の規定に基づき

沖縄県が定める条例(次条において「指定

通所支援基準条例」という。)で定める指

定児童発達支援の事業、指定医療型児童

発達支援の事業又は指定放課後等デイサ

ービスの事業(以下これらを「多機能型児

童発達支援事業等」という。)を一体的に

行う場合にあっては、当該事業を行う事

業所の利用定員を含むものとし、宿泊型

自立訓練の利用定員を除く。)の合計が2

0人以上である場合は、当該多機能型事業

所の利用定員を、次の各号に掲げる多機

能型事業所の区分に応じ、当該各号に掲

げる人数とすることができる。 

援の事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例(平成31年那覇市

条例第3号。次条において「指定通所支援

基準条例」という。)第6条に規定する指

定児童発達支援の事業、指定医療型児童

発達支援(指定通所支援基準条例第68条

に規定する指定医療型児童発達支援をい

う。)の事業又は指定放課後等デイサービ

ス(指定通所支援基準条例第79条に規定

する指定放課後等デイサービスをいう。)

の事業(以下これらを「多機能型児童発達

支援事業等」という。)を一体的に行う場

合にあっては、当該事業を行う事業所の

利用定員を含むものとし、宿泊型自立訓

練の利用定員を除く。)の合計が20人以上

である場合は、当該多機能型事業所の利

用定員を、次の各号に掲げる多機能型事

業所の区分に応じ、当該各号に掲げる人

数とすることができる。 

 (1)～(3) [略] (1)～(3) [略] 

2～3 [略] 2～3 [略] 

(職員の員数等の特例) (職員の員数等の特例) 

第90条 多機能型事業所は、一体的に事業

を行う多機能型事業所の利用定員(多機

能型児童発達支援事業等を一体的に行う

場合にあっては、当該事業を行う事業所

の利用定員を含む。)の合計が20人未満で

ある場合は、第40条第7項、第53条第7項

及び第8項、第60条第7項、第64条第5項及

び第6項並びに第75条第5項(第88条にお

いて準用する場合を含む。)の規定にかか

わらず、当該多機能型事業所に置くべき

職員(多機能型児童発達支援事業等を一

体的に行う場合にあっては、指定通所支

援基準条例の規定により当該事業を行う

事業所に置くべきものとされる職員(指

定通所支援基準条例に規定する児童発達

支援管理責任者を除く。)を含むものと

し、管理者、医師及びサービス管理責任

者を除く。)のうち1人以上は、常勤でな

ければならないとすることができる。 

第90条 多機能型事業所は、一体的に事業

を行う多機能型事業所の利用定員(多機

能型児童発達支援事業等を一体的に行う

場合にあっては、当該事業を行う事業所

の利用定員を含む。)の合計が20人未満で

ある場合は、第40条第7項、第53条第7項

及び第8項、第60条第7項、第64条第5項並

びに第75条第5項(第88条において準用す

る場合を含む。)の規定にかかわらず、当

該多機能型事業所に置くべき職員(多機

能型児童発達支援事業等を一体的に行う

場合にあっては、指定通所支援基準条例

の規定により当該事業を行う事業所に置

くべきものとされる職員(指定通所支援

基準条例第7条第1項第2号に規定する児

童発達支援管理責任者を除く。)を含むも

のとし、管理者、医師及びサービス管理

責任者を除く。)のうち1人以上は、常勤

でなければならないとすることができ
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る。 

2 多機能型事業所は、第40条第1項第4号及

び第8項、第53条第1項第3号及び第9項、

第60条第1項第4号及び第8項、第64条第1

項第4号及び第7項並びに第75条第1項第3

号及び第6項(これらの規定を第88条にお

いて準用する場合を含む。)の規定にかか

わらず、一体的に事業を行う多機能型事

業所のうち厚生労働大臣が定めるものを

一の事業所であるとみなして、当該一の

事業所とみなされた事業所に置くべきサ

ービス管理責任者の数を、次の各号に掲

げる当該多機能型事業所の利用者の数の

合計の区分に応じ、当該各号に掲げる数

とすることができる。この場合において、

この項の規定により置くべきものとされ

るサービス管理責任者のうち1人以上は、

常勤でなければならないとすることがで

きる。 

2 多機能型事業所は、第40条第1項第4号及

び第8項、第53条第1項第3号及び第9項、

第60条第1項第4号及び第8項、第64条第1

項第4号及び第6項並びに第75条第1項第3

号及び第6項(これらの規定を第88条にお

いて準用する場合を含む。)の規定にかか

わらず、一体的に事業を行う多機能型事

業所のうち厚生労働大臣が定めるものを

一の事業所であるとみなして、当該一の

事業所とみなされた事業所に置くべきサ

ービス管理責任者の数を、次の各号に掲

げる当該多機能型事業所の利用者の数の

合計の区分に応じ、当該各号に掲げる数

とすることができる。この場合において、

この項の規定により置くべきものとされ

るサービス管理責任者のうち1人以上は、

常勤でなければならないとすることがで

きる。 

(1)～(2) [略] (1)～(2) [略] 

備考 

1 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄

中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分

を当該改正後部分に改める。 

2 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

3 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

付 則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 

 (虐待の防止に係る経過措置) 

2 施行日から令和4年3月31日までの間、改正後の那覇市障害福祉サービス事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第3条第3項及び第33条の2(新

条例第51条、第56条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)

の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう

努めなければ」とする。 

 (業務継続計画の策定等に係る経過措置) 

3 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第26条の2(新条例第51条、第56条、第61

条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、

新条例第26条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、

同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3

項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。 
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 (感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の対策等に係る経過措置) 

4 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第28条第2項及び第49条第2項(新条例第56

条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)の規定の適用に

ついては、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」

とする。 

(身体拘束等の禁止に係る経過措置) 

5 施行日から令和4年3月31日までの間、新条例第29条第3項(新条例第51条、第56条、第6

1条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)の規定の適用について

は、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。 

- 101 -



- 102 -



議案第６０号 

 

 

 

那覇市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例制定について 

 

 

 

那覇市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例を別紙のように制定する。 

 

 

 

令和３年２月 19日提出 

 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子 

 

 

 

（提案理由） 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により

定めるべきこととされている条例が従うべき基準等を定めた「障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備

及び運営に関する基準」(厚生労働省令)の改正に伴い、これに対応する条例の

規定を整理する等のため、この案を提出する。 
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   那覇市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例 

 

那覇市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年那覇市条例

第44号)の一部を次のように改正する。 

 

改正前 改正後 

目次 目次 

第1章 [略] 第1章 [略] 

第2章 設備及び運営に関する基準(第5

条―第46条) 

第2章 設備及び運営に関する基準(第5

条―第47条) 

付則 付則 

 (障害者支援施設の一般原則)  (障害者支援施設の一般原則) 

第3条 [略] 第3条 [略] 

2 [略] 2 [略] 

3 障害者支援施設は、利用者の人権の擁

護、虐待の防止等のため、責任者を設置

する等必要な体制の整備を行うととも

に、その職員に対し、研修を実施する等

の措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

3 障害者支援施設は、利用者の人権の擁

護、虐待の防止等のため、必要な体制の

整備を行うとともに、その職員に対し、

研修を実施する等の措置を講じなければ

ならない。 

(非常災害対策) (非常災害対策) 

第8条 [略] 第8条 [略] 

2～4 [略] 2～4 [略] 

 5 障害者支援施設は、前項に規定する訓練

の実施に当たって、地域住民の参加が得

られるよう連携に努めなければならな

い。 

5 [略] 6 [略] 

(職員の配置の基準) (職員の配置の基準) 

第12条 障害者支援施設に置くべき職員及

びその員数は、次のとおりとする。 

第12条 [略] 

(1)～(4) [略] (1)～(4) [略] 

(5) 就労移行支援を行う場合 (5) [略] 

ア～ウ [略] ア～ウ [略] 

エ ア(イ)の就労支援員のうち、1人以

上は、常勤でなければならない。 

 

オ [略] エ [略] 

- 104 -



(6)～(7) [略] (6)～(7) [略] 

2～4 [略] 2～4 [略] 

(複数の昼間実施サービスを行う場合に

おける職員の員数) 

(複数の昼間実施サービスを行う場合に

おける職員の員数) 

第13条 複数の昼間実施サービスを行う障

害者支援施設は、昼間実施サービスの利

用定員の合計が20人未満である場合は、

前条第1項第2号エ、第3号エ及びオ、第4

号エ、第5号ウ(イ(ア)に係る部分を除

く。)及びエ並びに第6号イの規定にかか

わらず、当該障害者支援施設が昼間実施

サービスを行う場合に置くべき職員(施

設長、医師及びサービス管理責任者を除

く。)のうち、1人以上は、常勤でなけれ

ばならないとすることができる。 

第13条 複数の昼間実施サービスを行う障

害者支援施設は、昼間実施サービスの利

用定員の合計が20人未満である場合は、

前条第1項第2号エ、第3号エ及びオ、第4

号エ、第5号ウ(イ(ア)に係る部分を除

く。)並びに第6号イの規定にかかわらず、

当該障害者支援施設が昼間実施サービス

を行う場合に置くべき職員(施設長、医師

及びサービス管理責任者を除く。)のう

ち、1人以上は、常勤でなければならない

とすることができる。 

2 複数の昼間実施サービスを行う障害者

支援施設は、前条第1項第2号ア(ウ)及び

オ、第3号ア(イ)及びカ、第4号ア(イ)及

びオ、第5号ア(ウ)、イ(イ)及びオ並びに

第6号ア(イ)及びウの規定にかかわらず、

サービス管理責任者の数を、次の各号に

掲げる当該障害者支援施設が提供する昼

間実施サービスのうち厚生労働大臣が定

めるものの利用者の数の合計の区分に応

じ、当該各号に掲げる数とし、この規定

により置くべきものとされるサービス管

理責任者のうち、1人以上は、常勤でなけ

ればならないとすることができる。 

2 複数の昼間実施サービスを行う障害者

支援施設は、前条第1項第2号ア(ウ)及び

オ、第3号ア(イ)及びカ、第4号ア(イ)及

びオ、第5号ア(ウ)、イ(イ)及びエ並びに

第6号ア(イ)及びウの規定にかかわらず、

サービス管理責任者の数を、次の各号に

掲げる当該障害者支援施設が提供する昼

間実施サービスのうち厚生労働大臣が定

めるものの利用者の数の合計の区分に応

じ、当該各号に掲げる数とし、この規定

により置くべきものとされるサービス管

理責任者のうち、1人以上は、常勤でなけ

ればならないとすることができる。 

(1)～(2) [略] (1)～(2) [略] 

(施設障害福祉サービス計画の作成等) (施設障害福祉サービス計画の作成等) 

第20条 [略] 第20条 [略] 

2～4 [略] 2～4 [略] 

5 サービス管理責任者は、施設障害福祉サ

ービス計画の作成に係る会議(利用者に

対する施設障害福祉サービス等の提供に

当たる担当者等を招集して行う会議をい

う。)を開催し、前項に規定する施設障害

福祉サービス計画の原案の内容について

意見を求めるものとする。 

5 サービス管理責任者は、施設障害福祉サ

ービス計画の作成に係る会議(利用者に

対する施設障害福祉サービス等の提供に

当たる担当者等を招集して行う会議をい

い、テレビ電話装置その他の情報通信機

器(以下「テレビ電話装置等」という。)

を活用して行うものを含む。)を開催し、

前項に規定する施設障害福祉サービス計
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画の原案の内容について意見を求めるも

のとする。 

6～10 [略] 6～10 [略] 

(職場への定着のための支援の実施) (職場への定着のための支援等の実施) 

第29条 [略] 第29条 [略] 

2 [略] 2 [略] 

 3 障害者支援施設は、就労移行支援の提供

に当たっては、利用者が指定就労定着支

援(那覇市指定障害福祉サービスの事業

等の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例(平成24年那覇市条例第41

号)第191条の2に規定する指定就労定着

支援をいう。以下同じ。)の利用を希望す

る場合には、第1項に規定する支援が終了

した日以後速やかに当該指定就労定着支

援を受けられるよう、指定就労定着支援

事業者(同条例第191条の3第1項に規定す

る指定就労定着支援事業者をいう。以下

同じ。)との連絡調整を行わなければなら

ない。 

 4 障害者支援施設は、就労継続支援B型の

提供に当たっては、利用者が指定就労定

着支援の利用を希望する場合には、第2

項に規定する支援が終了した日以後速や

かに当該指定就労定着支援を受けられる

よう、指定就労定着支援事業者との連絡

調整に努めなければならない。 

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第38条 [略] 第38条 [略] 

2～3 [略] 2～3 [略] 

 4 障害者支援施設は、適切な施設障害福祉

サービスの提供を確保する観点から、職

場において行われる性的な言動又は優越

的な関係を背景とした言動であって業務

上必要かつ相当な範囲を超えたものによ

り職員の就業環境が害されることを防止

するための方針の明確化等の必要な措置

を講じなければならない。 

 (業務継続計画の策定等) 
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 第38条の2 障害者支援施設は、感染症又は

非常災害の発生時において、利用者に対

する施設障害福祉サービスの提供を継続

的に実施し、及び非常時の体制で早期の

業務再開を図るための計画(以下この条

において「業務継続計画」という。)を策

定し、当該業務継続計画に従い必要な措

置を講じなければならない。 

 2 障害者支援施設は、職員に対し、業務継

続計画について周知するとともに、必要

な研修及び訓練を定期的に実施しなけれ

ばならない。 

 3 障害者支援施設は、定期的に業務継続計

画の見直しを行い、必要に応じて業務継

続計画の変更を行うものとする。 

(衛生管理等) (衛生管理等) 

第40条 [略] 第40条 [略] 

2 障害者支援施設は、障害者支援施設にお

いて感染症又は食中毒が発生し、又はま

ん延しないように必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

2 障害者支援施設は、当該障害者支援施設

において感染症又は食中毒が発生し、又

はまん延しないように、次に掲げる措置

を講じなければならない。 

 (1) 感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための対策を検討する委員

会(テレビ電話装置等を活用して行う

ものを含む。)を定期的に開催するとと

もに、その結果について、職員に周知

徹底を図ること。 

 (2) 感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための指針を整備するこ

と。 

 (3) 職員に対し、感染症及び食中毒の予

防及びまん延の防止のための研修及び

訓練を定期的に実施すること。 

(身体拘束等の禁止) (身体拘束等の禁止) 

第42条 [略] 第42条 [略] 

2 [略] 2 [略] 

 3 障害者支援施設は、身体拘束等の適正化

を図るため、次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。 
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 (1) 身体拘束等の適正化のための対策

を検討する委員会(テレビ電話装置等

を活用して行うものを含む。)を定期的

に開催するとともに、その結果につい

て、職員に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体拘束等の適正化のための指針

を整備すること。 

 (3) 職員に対し、身体拘束等の適正化の

ための研修を定期的に実施すること。 

 (虐待の防止) 

 第47条 障害者支援施設は、当該障害者支

援施設における虐待の発生又はその再発

を防止するため、次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

 (1) 虐待の防止のための対策を検討す

る委員会(テレビ電話装置等を活用し

て行うものを含む。)を定期的に開催す

るとともに、その結果について、職員

に周知徹底を図ること。 

 (2) 職員に対し、虐待の防止のための研

修を定期的に実施すること。 

 (3) 前2号に掲げる措置を適切に実施す

るための担当者を置くこと。 

備考 

1 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄

中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分

を当該改正後部分に改める。 

2 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

3 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

   付 則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 

 (虐待の防止に係る経過措置) 

2 施行日から令和4年3月31日までの間、改正後の那覇市障害者支援施設の設備及び運営に

関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第3条第3項及び第47条の規定の適用

については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」

とする。 

 (業務継続計画の策定等に係る経過措置) 

3 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第38条の2の規定の適用については、同条

第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実
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施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行う」とあ

るのは「行うよう努める」とする。 

 (感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の対策等に係る経過措置)  

4 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第40条第2項の規定の適用については、同

項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。 

 (身体拘束等の禁止に係る経過措置) 

5 施行日から令和4年3月31日までの間、新条例第42条第3項の規定の適用については、同

項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。 
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議案第６１号 

 

 

 

那覇市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 

那覇市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を別紙のように制定する。 

 

 

 

令和３年２月 19日提出 

 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子 

 

 

 

（提案理由） 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により

定めるべきこととされている条例が従うべき基準等を定めた「障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センター

の設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)の改正に伴い、これに対応する

条例の規定を整理する等のため、この案を提出する。 
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   那覇市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例 

 

那覇市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年那覇

市条例第45号)の一部を次のように改正する。 

 

改正前 改正後 

(基本方針) (基本方針) 

第2条 [略] 第2条 [略] 

2～3 [略] 2～3 [略] 

4 センターは、利用者の人権の擁護、虐待

の防止等のため、責任者を設置する等必

要な体制の整備を行うとともに、その職

員に対し、研修を実施する等の措置を講

ずるよう努めなければならない。 

4 センターは、利用者の人権の擁護、虐待

の防止等のため、必要な体制の整備を行

うとともに、その職員に対し、研修を実

施する等の措置を講じなければならな

い。 

(非常災害対策) (非常災害対策) 

第4条 [略] 第4条 [略] 

2～4 [略] 2～4 [略] 

 5 センターは、前項に規定する訓練の実施

に当たって、地域住民の参加が得られる

よう連携に努めなければならない。 

5 [略] 6 [略] 

(記録の整備) (記録の整備) 

第6条 [略] 第6条 [略] 

2 センターは、利用者に対するサービスの

提供に関する次に掲げる記録を整備し、

当該サービスを提供した日から5年間保

存しなければならない。 

2 [略] 

(1) [略] (1) [略] 

(2) 第17条第2項に規定する苦情の内容

等の記録 

(2) 第19条第2項に規定する苦情の内容

等の記録 

(3) 第18条第2項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置について

の記録 

(3) 第20条第2項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置について

の記録 

 (勤務体制の確保等) 

 第14条 センターは、利用者に対し、適切

なサービスを提供できるよう、職員の勤

務の体制を定めておかなければならな

い。 
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 2 センターは、当該センターの職員によっ

てサービスを提供しなければならない。

ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼ

さない業務については、この限りでない。 

 3 センターは、職員の資質の向上のため

に、その研修の機会を確保しなければな

らない。 

 4 センターは、適切なサービスの提供を確

保する観点から、職場において行われる

性的な言動又は優越的な関係を背景とし

た言動であって業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより職員の就業環境が

害されることを防止するための方針の明

確化等の必要な措置を講じなければなら

ない。 

第14条 [略] 第15条 [略] 

 (業務継続計画の策定等) 

 第16条 センターは、感染症又は非常災害

の発生時において、利用者に対するサー

ビスの提供を継続的に実施し、及び非常

時の体制で早期の業務再開を図るための

計画(以下この条において「業務継続計

画」という。)を策定し、当該業務継続計

画に従い必要な措置を講じなければなら

ない。 

 2 センターは、職員に対し、業務継続計画

について周知するとともに、必要な研修

及び訓練を定期的に実施しなければなら

ない。 

 3 センターは、定期的に業務継続計画の見

直しを行い、必要に応じて業務継続計画

の変更を行うものとする。 

(衛生管理等) (衛生管理等) 

第15条 [略] 第17条 [略] 

2 センターは、センターにおいて感染症又

は食中毒が発生し、又はまん延しないよ

うに必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

2 センターは、当該センターにおいて感染

症又は食中毒が発生し、又はまん延しな

いように、次に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。 

 (1) 感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための対策を検討する委員
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会(テレビ電話装置その他の情報通信

機器(第21条第1号において「テレビ電

話装置等」という。)を活用して行うも

のを含む。)を定期的に開催するととも

に、その結果について、職員に周知徹

底を図ること。 

 (2) 感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための指針を整備するこ

と。 

 (3) 職員に対し、感染症及び食中毒の予

防及びまん延の防止のための研修及び

訓練を定期的に実施すること。 

第16条～第18条 [略] 第18条～第20条 [略] 

 (虐待の防止) 

 第21条 センターは、当該センターにおけ

る虐待の発生又はその再発を防止するた

め、次に掲げる措置を講じなければなら

ない。 

 (1) 虐待の防止のための対策を検討す

る委員会(テレビ電話装置等を活用し

て行うものを含む。)を定期的に開催す

るとともに、その結果について、職員

に周知徹底を図ること。 

 (2) 職員に対し、虐待の防止のための研

修を定期的に実施すること。 

 (3) 前2号に掲げる措置を適切に実施す

るための担当者を置くこと。 

第19条 [略] 第22条 [略] 

備考 

1 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄

中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がない場合には、当該改正部分

を削る。 

2 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改

める。 

3 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正後部分を加える。 

4 条名等を「～」で結んでいる場合には、これらの条名等及びこれらの条名等の間にあ

る全ての条名等を順次示したものとする。 

 

   付 則 

 (施行期日) 
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1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 

 (虐待の防止に係る経過措置) 

2 施行日から令和4年3月31日までの間、改正後の那覇市地域活動支援センターの設備及び

運営に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第2条第4項及び第21条の規定

の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めな

ければ」とする。 

 (業務継続計画の策定等に係る経過措置) 

3 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第16条の規定の適用については、同条第1

項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施し

なければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行う」とあるの

は「行うよう努める」とする。 

 (感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の対策等に係る経過措置) 

4 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第17条第2項の規定の適用については、同

項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。 
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議案第６２号 

 

 

 

那覇市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 

那覇市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。 

 

 

 

令和３年２月 19日提出 

 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子 

 

 

 

（提案理由） 

 児童福祉法の規定により定めるべきこととされている条例が従うべき基準等

を定めた「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、備及び運営に関

する基準」(厚生労働省令)の改正に伴い、これに対応する条例の規定を整理す

る等のため、この案を提出する。 
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   那覇市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例 

 

那覇市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成31

年那覇市条例第3号)の一部を次のように改正する。 

 

改正前 改正後 

(指定障害児通所支援事業者等の一般原

則) 

(指定障害児通所支援事業者等の一般原

則) 

第3条 [略] 第3条 [略] 

2～3 [略] 2～3 [略] 

4 指定障害児通所支援事業者等は、当該指

定障害児通所支援事業者等を利用する障

がい児の人権の擁護、虐待の防止等のた

め、責任者を設置する等必要な体制の整

備を行うとともに、その従業者に対し、

研修を実施する等の措置を講ずるよう努

めなければならない。 

4 指定障害児通所支援事業者等は、当該指

定障害児通所支援事業者等を利用する障

がい児の人権の擁護、虐待の防止等のた

め、必要な体制の整備を行うとともに、

その従業者に対し、研修を実施する等の

措置を講じなければならない。 

(従業者の員数) (従業者の員数) 

第7条 指定児童発達支援の事業を行う者

(以下「指定児童発達支援事業者」とい

う。)が当該事業を行う事業所(以下「指

定児童発達支援事業所」という。)(児童

発達支援センターであるものを除く。以

下この条において同じ。)に置くべき従業

者及びその員数は、次のとおりとする。 

第7条 [略] 

(1) 児童指導員(児童の生活指導を行う

者をいう。以下同じ。)、保育士(国家

戦略特別区域法(平成25年法律第107

号。以下「特区法」という。)第12条の

5第5項に規定する事業実施区域内にあ

る指定児童発達支援事業所について

は、保育士又は当該事業実施区域に係

る国家戦略特別区域限定保育士。以下

この条において同じ。)又は学校教育法

(昭和22年法律第26号)の規定による高

等学校若しくは中等教育学校を卒業し

た者、同法第90条第2項の規定により大

学への入学を認められた者、通常の課

程による12年の学校教育を修了した者

(1) 児童指導員(児童の生活指導を行う

者をいう。以下同じ。)又は保育士(国

家戦略特別区域法(平成25年法律第107

号。以下「特区法」という。)第12条の

5第5項に規定する事業実施区域内にあ

る指定児童発達支援事業所について

は、保育士又は当該事業実施区域に係

る国家戦略特別区域限定保育士。以下

この条において同じ。) 指定児童発達

支援の単位ごとにその提供を行う時間

帯を通じて専ら当該指定児童発達支援

の提供に当たる児童指導員又は保育士

の合計数が、ア又はイに掲げる障がい

児の数の区分に応じ、それぞれア又は
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(通常の課程以外の課程によりこれに

相当する学校教育を修了した者を含

む。)若しくは文部科学大臣がこれと同

等以上の資格を有すると認定した者で

あって、2年以上障害福祉サービスに係

る業務に従事したもの(以下「障害福祉

サービス経験者」という。) 指定児童

発達支援の単位ごとにその提供を行う

時間帯を通じて専ら当該指定児童発達

支援の提供に当たる児童指導員、保育

士又は障害福祉サービス経験者の合計

数が、ア又はイに掲げる障がい児の数

の区分に応じ、それぞれア又はイに定

める数以上 

イに定める数以上 

ア～イ [略] ア～イ [略] 

(2) [略] (2) [略] 

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児

童発達支援事業所において日常生活を営

むのに必要な機能訓練を行う場合には、

機能訓練担当職員(日常生活を営むのに

必要な機能訓練を担当する職員をいう。

以下同じ。)を置かなければならない。こ

の場合において、当該機能訓練担当職員

が指定児童発達支援の単位ごとにその提

供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児

童発達支援の提供に当たる場合には、当

該機能訓練担当職員の数を児童指導員、

保育士又は障害福祉サービス経験者の合

計数に含めることができる。 

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児

童発達支援事業所において、日常生活を

営むのに必要な機能訓練を行う場合には

機能訓練担当職員(日常生活を営むのに

必要な機能訓練を担当する職員をいう。

以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を

営むために医療的ケア(人工呼吸器によ

る呼吸管理、喀痰
かくたん

吸引その他厚生労働大

臣が定める医療行為をいう。以下同じ。)

を恒常的に受けることが不可欠である障

がい児に医療的ケアを行う場合には看護

職員(保健師、助産師、看護師又は准看護

師をいう。以下同じ。)を、それぞれ置か

なければならない。ただし、次の各号の

いずれかに該当する場合には、看護職員

を置かないことができる。 

(1) 医療機関等との連携により、看護職

員を指定児童発達支援事業所に訪問さ

せ、当該看護職員が障がい児に対して

医療的ケアを行う場合 

(2) 当該指定児童発達支援事業所(社会

福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法

律第30号)第48条の3第1項の登録に係

る事業所である場合に限る。)におい
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て、医療的ケアのうち喀痰吸引等(同法

第2条第2項に規定する喀痰吸引等をい

う。第8条及び第80条において同じ。)

のみを必要とする障がい児に対し、当

該登録を受けた者が自らの事業又はそ

の一環として喀痰吸引等業務(同法第4

8条の3第1項に規定する喀痰吸引等業

務をいう。第8条及び第80条において同

じ。)を行う場合 

(3) 当該指定児童発達支援事業所(社会

福祉士及び介護福祉士法附則第20条第

1項の登録に係る事業所である場合に

限る。)において、医療的ケアのうち特

定行為(同法附則第3条第1項に規定す

る特定行為をいう。第8条及び第80条に

おいて同じ。)のみを必要とする障がい

児に対し、当該登録を受けた者が自ら

の事業又はその一環として特定行為業

務(同法附則第20条第1項に規定する特

定行為業務をいう。第8条及び第80条に

おいて同じ。)を行う場合 

 3 前項の規定により機能訓練担当職員又

は看護職員(以下この条、次条及び第80

条において「機能訓練担当職員等」とい

う。)を置いた場合において、当該機能訓

練担当職員等が指定児童発達支援の単位

ごとにその提供を行う時間帯を通じて専

ら当該指定児童発達支援の提供に当たる

場合には、当該機能訓練担当職員等の数

を児童指導員又は保育士の合計数に含め

ることができる。 

3 前2項の規定にかかわらず、主として重

症心身障害児(法第7条第2項の重症心身

障害児をいう。以下同じ。)を通わせる指

定児童発達支援事業所に置くべき従業者

及びその員数は、次のとおりとする。た

だし、指定児童発達支援の単位ごとにそ

の提供を行う時間帯のうち日常生活を営

むのに必要な機能訓練を行わない時間帯

については、第4号の機能訓練担当職員を

置かないことができる。 

4 前3項の規定にかかわらず、主として重

症心身障害児(法第7条第2項の重症心身

障害児をいう。以下同じ。)を通わせる指

定児童発達支援事業所に置くべき従業者

及びその員数は、次のとおりとする。た

だし、指定児童発達支援の単位ごとにそ

の提供を行う時間帯のうち日常生活を営

むのに必要な機能訓練を行わない時間帯

については、第4号の機能訓練担当職員を

置かないことができる。 
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(1) [略] (1) [略] 

(2) 看護職員(保健師、助産師、看護師

又は准看護師をいう。以下同じ。) 1

以上 

(2) 看護職員 1以上 

(3)～(5) [略] (3)～(5) [略] 

4 [略]  5 [略] 

5 第1項第1号の児童指導員、保育士又は障

害福祉サービス経験者のうち、1人以上

は、常勤でなければならない。 

6 第1項第1号の児童指導員又は保育士の

うち、1人以上は、常勤でなければならな

い。 

6 第1項第1号の児童指導員、保育士及び障

害福祉サービス経験者の半数以上は、児

童指導員又は保育士でなければならな

い。 

7 第3項の規定により機能訓練担当職員等

の数を含める場合における第1項第1号の

児童指導員又は保育士の合計数の半数以

上は、児童指導員又は保育士でなければ

ならない。 

7 [略]  8 [略] 

第8条 [略] 第8条 [略] 

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児

童発達支援事業所において日常生活を営

むのに必要な機能訓練を行う場合には、

機能訓練担当職員を置かなければならな

い。この場合において、当該機能訓練担

当職員の数を児童指導員及び保育士の総

数に含めることができる。 

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児

童発達支援事業所において、日常生活を

営むのに必要な機能訓練を行う場合には

機能訓練担当職員を、日常生活及び社会

生活を営むために医療的ケアを恒常的に

受けることが不可欠である障がい児に医

療的ケアを行う場合には看護職員を、そ

れぞれ置かなければならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当する場合に

は、看護職員を置かないことができる。 

(1) 医療機関等との連携により、看護職

員を指定児童発達支援事業所に訪問さ

せ、当該看護職員が障がい児に対して

医療的ケアを行う場合 

(2) 当該指定児童発達支援事業所(社会

福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1

項の登録に係る事業所である場合に限

る。)において、医療的ケアのうち喀痰

吸引等のみを必要とする障がい児に対

し、当該登録を受けた者が自らの事業

又はその一環として喀痰吸引等業務を

行う場合 

(3) 当該指定児童発達支援事業所(社会

福祉士及び介護福祉士法附則第20条第
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1項の登録に係る事業所である場合に

限る。)において、医療的ケアのうち特

定行為のみを必要とする障がい児に対

し、当該登録を受けた者が自らの事業

又はその一環として特定行為業務を行

う場合 

 3 前項の規定により機能訓練担当職員等

を置いた場合においては、当該機能訓練

担当職員等の数を児童指導員及び保育士

の合計数に含めることができる。 

3 前項の規定にかかわらず、主として難聴

児を通わせる指定児童発達支援事業所に

は、第1項各号に掲げる従業者のほか、次

の各号に掲げる従業者を置かなければな

らない。この場合において、当該各号に

掲げる従業者については、その数を児童

指導員及び保育士の総数に含めることが

できる。 

4 前2項の規定にかかわらず、主として難

聴児を通わせる指定児童発達支援事業所

には、第1項各号に掲げる従業者のほか、

次に掲げる従業者(第2項各号のいずれか

に該当する場合にあっては、第3号に掲げ

る看護職員を除く。)を置かなければなら

ない。この場合において、当該各号に掲

げる従業者については、その数を児童指

導員及び保育士の総数に含めることがで

きる。 

(1)～(2) [略] (1)～(2) [略] 

 (3) 看護職員(日常生活及び社会生活を

営むために医療的ケアを恒常的に受け

ることが不可欠である障がい児に医療

的ケアを行う場合に限る。) 医療的ケ

アを行うために必要な数 

4 第2項の規定にかかわらず、主として重

症心身障害児を通わせる指定児童発達支

援事業所には、第1項各号に掲げる従業者

のほか、次の各号に掲げる従業者を置か

なければならない。この場合において、

当該各号に掲げる従業者については、そ

の数を児童指導員及び保育士の総数に含

めることができる。 

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、主

として重症心身障害児を通わせる指定児

童発達支援事業所には、第1項各号に掲げ

る従業者のほか、次に掲げる従業者を置

かなければならない。この場合において、

当該各号に掲げる従業者については、そ

の数を児童指導員及び保育士の総数に含

めることができる。 

(1)～(2) [略] (1)～(2) [略] 

 6 第3項の規定により機能訓練担当職員等

の数を含める場合における第1項第2号ア

の児童指導員及び保育士の総数の半数以

上は、児童指導員又は保育士でなければ

ならない。 
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5 [略]  7 [略] 

6 第1項から第4項まで(第1項第1号を除

く。)に規定する従業者は、専ら当該指定

児童発達支援事業所の職務に従事する者

又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら

当該指定児童発達支援の提供に当たる者

でなければならない。ただし、障がい児

の支援に支障がない場合は、第1項第3号

の栄養士及び同項第4号の調理員につい

ては、併せて設置する他の社会福祉施設

の職務に従事させることができる。 

8 第1項から第5項まで(第1項第1号を除

く。)に規定する従業者は、専ら当該指定

児童発達支援事業所の職務に従事する者

又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら

当該指定児童発達支援の提供に当たる者

でなければならない。ただし、障がい児

の支援に支障がない場合は、第1項第3号

の栄養士及び同項第4号の調理員につい

ては、併せて設置する他の社会福祉施設

の職務に従事させることができる。 

(児童発達支援計画の作成等) (児童発達支援計画の作成等) 

第29条 [略] 第29条 [略] 

2～4 [略] 2～4 [略] 

5 児童発達支援管理責任者は、児童発達支

援計画の作成に当たっては、障がい児に

対する指定児童発達支援の提供に当たる

担当者等を招集して行う会議を開催し、

児童発達支援計画の原案について意見を

求めるものとする。 

5 児童発達支援管理責任者は、児童発達支

援計画の作成に当たっては、障がい児に

対する指定児童発達支援の提供に当たる

担当者等を招集して行う会議(テレビ電

話装置その他の情報通信機器(以下「テレ

ビ電話装置等」という。)を活用して行う

ものを含む。)を開催し、児童発達支援計

画の原案について意見を求めるものとす

る。 

6～10 [略] 6～10 [略] 

(運営規程) (運営規程) 

第39条 指定児童発達支援事業者は、指定

児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる

事業の運営についての重要事項に関する

運営規程(第45条において「運営規程」と

いう。)を定めておかなければならない。 

第39条 指定児童発達支援事業者は、指定

児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる

事業の運営についての重要事項に関する

運営規程(第45条第1項において「運営規

程」という。)を定めておかなければなら

ない。 

(1)～(12) [略]  (1)～(12) [略] 

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第40条 [略] 第40条 [略] 

2～3 [略] 2～3 [略] 

 4 指定児童発達支援事業者は、適切な指定

児童発達支援の提供を確保する観点か

ら、職場において行われる性的な言動又

は優越的な関係を背景とした言動であっ
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て業務上必要かつ相当な範囲を超えたも

のにより従業者の就業環境が害されるこ

とを防止するための方針の明確化等の必

要な措置を講じなければならない。 

 (業務継続計画の策定等) 

 第40条の2 指定児童発達支援事業者は、感

染症又は非常災害の発生時において、利

用者に対する指定児童発達支援の提供を

継続的に実施し、及び非常時の体制で早

期の業務再開を図るための計画(以下こ

の条において「業務継続計画」という。)

を策定し、当該業務継続計画に従い必要

な措置を講じなければならない。 

 2 指定児童発達支援事業者は、従業者に対

し、業務継続計画について周知するとと

もに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施しなければならない。 

 3 指定児童発達支援事業者は、定期的に業

務継続計画の見直しを行い、必要に応じ

て業務継続計画の変更を行うものとす

る。 

(非常災害対策) (非常災害対策) 

第42条 [略] 第42条 [略] 

2 [略]  2 [略] 

 3 指定児童発達支援事業者は、前項に規定

する訓練の実施に当たって、地域住民の

参加が得られるよう連携に努めなければ

ならない。 

(衛生管理等) (衛生管理等) 

第43条 [略] 第43条 [略] 

2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発

達支援事業所において感染症又は食中毒

が発生し、又はまん延しないように必要

な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

2 指定児童発達支援事業者は、当該指定児

童発達支援事業所において感染症又は食

中毒が発生し、又はまん延しないように、

次に掲げる措置を講じなければならな

い。 

 (1) 感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための対策を検討する委員

会(テレビ電話装置等を活用して行う

ものを含む。)を定期的に開催するとと

- 124 -



もに、その結果について、従業者に周

知徹底を図ること。 

 (2) 感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための指針を整備するこ

と。 

 (3) 従業者に対し、感染症及び食中毒の

予防及びまん延の防止のための研修及

び訓練を定期的に実施すること。 

(掲示) (掲示) 

第45条 [略] 第45条 [略] 

 2 指定児童発達支援事業者は、前項に規定

する事項を記載した書面を当該指定児童

発達支援事業所に備え付け、かつ、これ

をいつでも関係者に自由に閲覧させるこ

とにより、同項の規定による掲示に代え

ることができる。 

(身体拘束等の禁止) (身体拘束等の禁止) 

第46条 指定児童発達支援事業者は、指定

児童発達支援の提供に当たっては、障が

い児又は他の障がい児の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束その他障がい児の行動を

制限する行為(次項において「身体拘束

等」という。)を行ってはならない。 

第46条 指定児童発達支援事業者は、指定

児童発達支援の提供に当たっては、障が

い児又は他の障がい児の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束その他障がい児の行動を

制限する行為(以下この条において「身体

拘束等」という。)を行ってはならない。 

2 [略] 2 [略] 

 3 指定児童発達支援事業者は、身体拘束等

の適正化を図るため、次に掲げる措置を

講じなければならない。 

 (1) 身体拘束等の適正化のための対策

を検討する委員会(テレビ電話装置等

を活用して行うものを含む。)を定期的

に開催するとともに、その結果につい

て、従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体拘束等の適正化のための指針

を整備すること。 

 (3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化

のための研修を定期的に実施するこ

と。 

(虐待等の禁止) (虐待等の禁止) 
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第47条 [略] 第47条 [略] 

 2 指定児童発達支援事業者は、当該指定児

童発達支援事業所における虐待の発生又

はその再発を防止するため、次に掲げる

措置を講じなければならない。 

 (1) 虐待の防止のための対策を検討す

る委員会(テレビ電話装置等を活用し

て行うものを含む。)を定期的に開催す

るとともに、その結果について、従業

者に周知徹底を図ること。 

 (2) 従業者に対し、虐待の防止のための

研修を定期的に実施すること。 

 (3) 前2号に掲げる措置を適切に実施す

るための担当者を置くこと。 

 (地域との連携等)  (地域との連携等) 

第53条 [略] 第53条 [略] 

2 指定児童発達支援事業者(児童発達支援

センターである児童発達支援事業所にお

いて、指定児童発達支援の事業を行うも

のに限る。)は、通常の事業の実施地域の

障がい児の福祉に関し、障がい児若しく

はその家庭又は当該障がい児が通い、在

学し、若しくは在籍する保育所、学校教

育法に規定する幼稚園、小学校(義務教育

学校の前期課程を含む。)若しくは特別支

援学校若しくは就学前の子どもに関する

教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律(平成18年法律第77号)第2条第6

項の認定こども園その他児童が集団生活

を営む施設からの相談に応じ、助言その

他の必要な援助を行うよう努めなければ

ならない。 

2 指定児童発達支援事業者(児童発達支援

センターである児童発達支援事業所にお

いて、指定児童発達支援の事業を行うも

のに限る。)は、通常の事業の実施地域の

障がい児の福祉に関し、障がい児若しく

はその家庭又は当該障がい児が通い、在

学し、若しくは在籍する保育所、学校教

育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼

稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を

含む。)若しくは特別支援学校若しくは就

学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律(平成18

年法律第77号)第2条第6項の認定こども

園その他児童が集団生活を営む施設から

の相談に応じ、助言その他の必要な援助

を行うよう努めなければならない。 

(従業者の員数) (従業者の員数) 

第61条 児童発達支援に係る基準該当通所

支援(以下「基準該当児童発達支援」とい

う。)の事業を行う者(以下「基準該当児

童発達支援事業者」という。)が当該事業

を行う事業所(以下「基準該当児童発達支

援事業所」という。)に置くべき従業者及

びその員数は、次のとおりとする。 

第61条 [略] 
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(1) 児童指導員、保育士(特区法第12条

の5第5項に規定する事業実施区域内に

ある基準該当児童発達支援事業所につ

いては、保育士又は当該事業実施区域

に係る国家戦略特別区域限定保育士。

以下この号において同じ。)又は障害福

祉サービス経験者 基準該当児童発達

支援の単位ごとにその提供を行う時間

帯を通じて専ら当該基準該当児童発達

支援の提供に当たる児童指導員、保育

士又は障害福祉サービス経験者の合計

数が、ア又はイに掲げる障がい児の数

の区分に応じ、それぞれア又はイに定

める数以上 

(1) 児童指導員又は保育士(特区法第12

条の5第5項に規定する事業実施区域内

にある基準該当児童発達支援事業所に

ついては、保育士又は当該事業実施区

域に係る国家戦略特別区域限定保育

士。以下この号において同じ。) 基準

該当児童発達支援の単位ごとにその提

供を行う時間帯を通じて専ら当該基準

該当児童発達支援の提供に当たる児童

指導員又は保育士の合計数が、ア又は

イに掲げる障がい児の数の区分に応

じ、それぞれア又はイに定める数以上 

ア～イ [略] ア～イ [略] 

(2) [略]  (2) [略] 

2 [略] 2 [略] 

3 第1項第1号の児童指導員、保育士及び障

害福祉サービス経験者の半数以上は、児

童指導員又は保育士でなければならな

い。 

 

(準用) (準用) 

第78条 第14条から第24条まで、第26条、

第28条(第4項及び第5項を除く。)から第3

6条まで、第38条、第40条から第43条まで、

第45条から第49条まで、第51条から第54

条まで及び第56条の規定は、指定医療型

児童発達支援の事業について準用する。

この場合において、第14条第1項中「第3

9条」とあるのは「第76条」と、第18条中

「いう。第39条第6号及び」とあるのは「い

う。」と、第24条第2項中「次条」とある

のは「第73条」と、第28条第1項及び第2

9条中「児童発達支援計画」とあるのは「医

療型児童発達支援計画」と、第36条中「医

療機関」とあるのは「他の専門医療機関」

と、第45条中「従業者の勤務の体制、前

条の協力医療機関」とあるのは「従業者

の勤務の体制」と、第56条第2項第2号中

「児童発達支援計画」とあるのは「医療

第78条 第14条から第24条まで、第26条、

第28条(第4項及び第5項を除く。)から第3

6条まで、第38条、第40条から第43条まで、

第45条から第49条まで、第51条から第54

条まで及び第56条の規定は、指定医療型

児童発達支援の事業について準用する。

この場合において、第14条第1項中「第3

9条」とあるのは「第76条」と、第18条中

「いう。第39条第6号及び」とあるのは「い

う。」と、第24条第2項中「次条」とある

のは「第73条」と、第28条第1項及び第2

9条中「児童発達支援計画」とあるのは「医

療型児童発達支援計画」と、第36条中「医

療機関」とあるのは「他の専門医療機関」

と、第45条第1項中「従業者の勤務の体制、

前条の協力医療機関」とあるのは「従業

者の勤務の体制」と、第56条第2項第2号

中「児童発達支援計画」とあるのは「医
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型児童発達支援計画」と、第56条第2項第

3号中「第37条」とあるのは「第75条」と

読み替えるものとする。 

療型児童発達支援計画」と、第56条第2

項第3号中「第37条」とあるのは「第75

条」と読み替えるものとする。 

(従業者の員数) (従業者の員数) 

第80条 指定放課後等デイサービスの事業

を行う者(以下「指定放課後等デイサービ

ス事業者」という。)が当該事業を行う事

業所(以下「指定放課後等デイサービス事

業所」という。)に置くべき従業者及びそ

の員数は、次のとおりとする。 

第80条 [略] 

(1) 児童指導員、保育士(特区法第12条

の5第5項に規定する事業実施区域内に

ある指定放課後等デイサービス事業所

については、保育士又は当該事業実施

区域に係る国家戦略特別区域限定保育

士。以下この条において同じ。)又は障

害福祉サービス経験者 指定放課後等

デイサービスの単位ごとにその提供を

行う時間帯を通じて専ら当該指定放課

後等デイサービスの提供に当たる児童

指導員、保育士又は障害福祉サービス

経験者の合計数が、ア又はイに掲げる

障がい児の数の区分に応じ、それぞれ

ア又はイに定める数以上 

(1) 児童指導員又は保育士(特区法第12

条の5第5項に規定する事業実施区域内

にある指定放課後等デイサービス事業

所については、保育士又は当該事業実

施区域に係る国家戦略特別区域限定保

育士。以下この条において同じ。) 指

定放課後等デイサービスの単位ごとに

その提供を行う時間帯を通じて専ら当

該指定放課後等デイサービスの提供に

当たる児童指導員又は保育士の合計数

が、ア又はイに掲げる障がい児の数の

区分に応じ、それぞれア又はイに定め

る数以上 

ア～イ [略] ア～イ [略] 

(2) [略]  (2) [略] 

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定放

課後等デイサービス事業所において日常

生活を営むのに必要な機能訓練を行う場

合には、機能訓練担当職員を置かなけれ

ばならない。この場合において、当該機

能訓練担当職員が指定放課後等デイサー

ビスの単位ごとにその提供を行う時間帯

を通じて専ら当該指定放課後等デイサー

ビスの提供に当たる場合には、当該機能

訓練担当職員の数を児童指導員、保育士

又は障害福祉サービス経験者の合計数に

含めることができる。 

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定放

課後等デイサービス事業所において、日

常生活を営むのに必要な機能訓練を行う

場合には機能訓練担当職員を、日常生活

及び社会生活を営むために医療的ケアを

恒常的に受けることが不可欠である障が

い児に医療的ケアを行う場合には看護職

員を、それぞれ置かなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する

場合には、看護職員を置かないことがで

きる。 

 (1) 医療機関等との連携により、看護職

員を指定放課後等デイサービス事業所
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に訪問させ、当該看護職員が障がい児

に対して医療的ケアを行う場合 

 (2) 当該指定放課後等デイサービス事

業所(社会福祉士及び介護福祉士法第4

8条の3第1項の登録に係る事業所であ

る場合に限る。)において、医療的ケア

のうち喀痰吸引等のみを必要とする障

がい児に対し、当該登録を受けた者が

自らの事業又はその一環として喀痰吸

引等業務を行う場合 

 (3) 当該指定放課後等デイサービス事

業所(社会福祉士及び介護福祉士法附

則第20条第1項の登録に係る事業所で

ある場合に限る。)において、医療的ケ

アのうち特定行為のみを必要とする障

がい児に対し、当該登録を受けた者が

自らの事業又はその一環として特定行

為業務を行う場合 

 3 前項の規定により機能訓練担当職員等

を置いた場合において、当該機能訓練担

当職員等が指定放課後等デイサービスの

単位ごとにその提供を行う時間帯を通じ

て専ら当該指定放課後等デイサービスの

提供に当たる場合には、当該機能訓練担

当職員等の数を児童指導員又は保育士の

合計数に含めることができる。 

3 前2項の規定にかかわらず、主として重

症心身障がい児を通わせる指定放課後等

デイサービス事業所に置くべき従業者及

びその員数は、次のとおりとする。ただ

し、指定放課後等デイサービスの単位ご

とにその提供を行う時間帯のうち日常生

活を営むのに必要な機能訓練を行わない

時間帯については、第4号の機能訓練担当

職員を置かないことができる。 

4 前3項の規定にかかわらず、主として重

症心身障害児を通わせる指定放課後等デ

イサービス事業所に置くべき従業者及び

その員数は、次のとおりとする。ただし、

指定放課後等デイサービスの単位ごとに

その提供を行う時間帯のうち日常生活を

営むのに必要な機能訓練を行わない時間

帯については、第4号の機能訓練担当職員

を置かないことができる。 

(1)～(5) [略] (1)～(5) [略] 

4 [略] 5 [略] 

5 第1項第1号の児童指導員、保育士又は障

害福祉サービス経験者のうち、1人以上

は、常勤でなければならない。 

6 第1項第1号の児童指導員又は保育士の

うち、1人以上は、常勤でなければならな

い。 
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6 第1項第1号の児童指導員、保育士及び障

害福祉サービス経験者の半数以上は、児

童指導員又は保育士でなければならな

い。 

7 第3項の規定により機能訓練担当職員等

の数を含める場合における第1項第1号の

児童指導員又は保育士の合計数の半数以

上は、児童指導員又は保育士でなければ

ならない。 

7 [略] 8 [略] 

(従業者の員数) (従業者の員数) 

第87条 放課後等デイサービスに係る基準

該当通所支援(以下「基準該当放課後等デ

イサービス」という。)の事業を行う者(以

下「基準該当放課後等デイサービス事業

者」という。)が当該事業を行う事業所(以

下「基準該当放課後等デイサービス事業

所」という。)に置くべき従業者及びその

員数は、次のとおりとする。 

第87条 [略] 

(1) 児童指導員、保育士(特区法第12条

の5第5項に規定する事業実施区域内に

ある基準該当放課後等デイサービス事

業所については、保育士又は当該事業

実施区域に係る国家戦略特別区域限定

保育士。以下この条において同じ。)

又は障害福祉サービス経験者 基準該

当放課後等デイサービスの単位ごとに

その提供を行う時間帯を通じて専ら当

該基準該当放課後等デイサービスの提

供に当たる児童指導員、保育士又は障

害福祉サービス経験者の合計数が、ア

又はイに掲げる障がい児の数の区分に

応じ、それぞれア又はイに定める数以

上 

(1) 児童指導員又は保育士(特区法第12

条の5第5項に規定する事業実施区域内

にある基準該当放課後等デイサービス

事業所については、保育士又は当該事

業実施区域に係る国家戦略特別区域限

定保育士。以下この条において同じ。)

 基準該当放課後等デイサービスの単

位ごとにその提供を行う時間帯を通じ

て専ら当該基準該当放課後等デイサー

ビスの提供に当たる児童指導員又は保

育士の合計数が、ア又はイに掲げる障

がい児の数の区分に応じ、それぞれア

又はイに定める数以上 

ア～イ [略] ア～イ [略] 

(2) [略] (2) [略] 

2 [略] 2 [略] 

3 第1項第1号の児童指導員、保育士及び障

害福祉サービス経験者の半数以上は、児

童指導員又は保育士でなければならな

い。 

 

(従業者の員数) (従業者の員数) 

第92条 [略] 第92条 [略] 

2 前項第1号に掲げる訪問支援員は、理学 2 前項第1号に掲げる訪問支援員は、理学
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療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護

職員若しくは保育士(特区法第12条の5第

5項に規定する事業実施区域内にある指

定居宅訪問型児童発達支援事業所につい

ては、保育士又は当該事業実施区域に係

る国家戦略特別区域限定保育士)の資格

を取得後又は児童指導員若しくは心理指

導担当職員(学校教育法の規定による大

学の学部で、心理学を専修する学科若し

くはこれに相当する課程を修めて卒業し

た者であって、個人及び集団心理療法の

技術を有するもの又はこれと同等以上の

能力を有すると認められる者をいう。)

として配置された日以後、障がい児につ

いて、入浴、排せつ、食事その他の介護

を行い、及び当該障がい児の介護を行う

者に対して介護に関する指導を行う業務

又は日常生活における基本的な動作の指

導、知識技能の付与、生活能力の向上の

ために必要な訓練その他の支援(以下「訓

練等」という。)を行い、及び当該障がい

児の訓練等を行う者に対して訓練等に関

する指導を行う業務その他職業訓練又は

職業教育に係る業務に3年以上従事した

者でなければならない。 

療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護

職員若しくは保育士(特区法第12条の5第

5項に規定する事業実施区域内にある指

定居宅訪問型児童発達支援事業所につい

ては、保育士又は当該事業実施区域に係

る国家戦略特別区域限定保育士)の資格

を取得後又は児童指導員若しくは心理指

導担当職員(学校教育法の規定による大

学(短期大学を除く。)若しくは大学院に

おいて、心理学を専修する学科、研究科

若しくはこれらに相当する課程を修めて

卒業した者であって、個人及び集団心理

療法の技術を有するもの又はこれと同等

以上の能力を有すると認められる者をい

う。)として配置された日以後、障がい児

について、入浴、排せつ、食事その他の

介護を行い、及び当該障がい児の介護を

行う者に対して介護に関する指導を行う

業務又は日常生活における基本的な動作

の指導、知識技能の付与、生活能力の向

上のために必要な訓練その他の支援(以

下「訓練等」という。)を行い、及び当該

障がい児の訓練等を行う者に対して訓練

等に関する指導を行う業務その他職業訓

練又は職業教育に係る業務に3年以上従

事した者でなければならない。 

3 [略] 3 [略] 

(準用) (準用) 

第98条 第14条から第24条まで、第26条、

第27条、第28条(第4項及び第5項を除

く。)、第29条から第32条まで、第34条、

第36条から第38条まで、第40条、第43条

から第47条まで、第49条、第51条、第52

条、第53条第1項、第54条から第56条まで

及び第77条の規定は、指定居宅訪問型児

童発達支援の事業について準用する。こ

の場合において、第14条第1項中「第39

条」とあるのは「第97条」と、第18条中

「いう。第39条第6号及び第53条第2項に

おいて同じ。」とあるのは「いう。」と、

第24条第2項中「次条」とあるのは「第9

第98条 第14条から第24条まで、第26条、

第27条、第28条(第4項及び第5項を除

く。)、第29条から第32条まで、第34条、

第36条から第38条まで、第40条、第40条

の2、第43条から第47条まで、第49条、第

51条、第52条、第53条第1項、第54条から

第56条まで及び第77条の規定は、指定居

宅訪問型児童発達支援の事業について準

用する。この場合において、第14条第1

項中「第39条」とあるのは「第97条」と、

第18条中「いう。第39条第6号及び第53

条第2項において同じ。」とあるのは「い

う。」と、第24条第2項中「次条」とある
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6条」と、第27条第2項中「第25条第2項」

とあるのは「第96条第2項」と、第28条第

1項、第29条及び第56条第2項第2号中「児

童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問

型児童発達支援計画」と読み替えるもの

とする。 

のは「第96条」と、第27条第2項中「第2

5条第2項」とあるのは「第96条第2項」と、

第28条第1項、第29条及び第56条第2項第2

号中「児童発達支援計画」とあるのは「居

宅訪問型児童発達支援計画」と読み替え

るものとする。 

(準用) (準用) 

第103条 第14条から第24条まで、第26条、

第27条、第28条(第4項及び第5項を除

く。)、第29条から第32条まで、第34条、

第36条から第38条まで、第40条、第43条、

第45条から第47条まで、第49条、第51条、

第52条、第53条第1項、第54条から第56

条まで、第77条及び第95条から第97条ま

での規定は、指定保育所等訪問支援の事

業について準用する。この場合において、

第14条第1項中「第39条」とあるのは「第

103条において準用する第97条」と、第1

8条中「いう。第39条第6号及び第53条第2

項において同じ。」とあるのは「いう。」

と、第24条第2項中「次条」とあるのは「第

103条において準用する第96条」と、第2

7条第2項中「第25条第2項」とあるのは「第

103条において準用する第96条第2項」と、

第28条第1項及び第29条中「児童発達支援

計画」とあるのは「保育所等訪問支援計

画」と、第45条中「従業者の勤務の体制、

前条の協力医療機関」とあるのは「従業

者の勤務の体制」と、第56条第2項第2号

中「児童発達支援計画」とあるのは「保

育所等訪問支援計画」と読み替えるもの

とする。 

第103条 第14条から第24条まで、第26条、

第27条、第28条(第4項及び第5項を除

く。)、第29条から第32条まで、第34条、

第36条から第38条まで、第40条、第40条

の2、第43条、第45条から第47条まで、第

49条、第51条、第52条、第53条第1項、第

54条から第56条まで、第77条及び第95条

から第97条までの規定は、指定保育所等

訪問支援の事業について準用する。この

場合において、第14条第1項中「第39条」

とあるのは「第103条において準用する第

97条」と、第18条中「いう。第39条第6

号及び第53条第2項において同じ。」とあ

るのは「いう。」と、第24条第2項中「次

条」とあるのは「第103条において準用す

る第96条」と、第27条第2項中「第25条第

2項」とあるのは「第103条において準用

する第96条第2項」と、第28条第1項及び

第29条中「児童発達支援計画」とあるの

は「保育所等訪問支援計画」と、第45条

第1項中「従業者の勤務の体制、前条の協

力医療機関」とあるのは「従業者の勤務

の体制」と、第56条第2項第2号中「児童

発達支援計画」とあるのは「保育所等訪

問支援計画」と読み替えるものとする。 

(従業者の員数に関する特例) (従業者の員数に関する特例) 

第104条 多機能型事業所(この条例に規定

する事業のみを行う多機能型事業所に限

る。)に係る事業を行う者に対する第7条

第1項、第2項及び第4項、第8条、第69条、

第80条第1項、第2項及び第4項、第92条第

1項並びに第100条第1項の規定の適用に

ついては、第7条第1項中「事業所(以下「指

定児童発達支援事業所」という。)」とあ

第104条 多機能型事業所(この条例に規定

する事業のみを行う多機能型事業所に限

る。)に係る事業を行う者に対する第7条

第1項から第3項まで及び第5項、第8条(第

3項及び第6項を除く。)、第69条、第80

条第1項、第2項及び第5項、第92条第1項

並びに第100条第1項の規定の適用につい

ては、第7条第1項中「事業所(以下「指定
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るのは「多機能型事業所」と、同項第1

号中「指定児童発達支援」とあるのは「指

定通所支援」と、同条第2項中「指定児童

発達支援事業所」とあるのは「多機能型

事業所」と、「指定児童発達支援」とあ

るのは「指定通所支援」と、同条第4項中

「指定児童発達支援」とあるのは「指定

通所支援」と、第8条第1項中「指定児童

発達支援事業所」とあるのは「多機能型

事業所」と、同項第2号ア中「指定児童発

達支援」とあるのは「指定通所支援」と、

同条第2項及び第3項中「指定児童発達支

援事業所」とあるのは「多機能型事業所」

と、同項第1号中「指定児童発達支援」と

あるのは「指定通所支援」と、同条第4

項中「指定児童発達支援事業所」とある

のは「多機能型事業所」と、同条第5項中

「指定児童発達支援」とあるのは「指定

通所支援」と、同条第6項中「指定児童発

達支援事業所」とあるのは「多機能型事

業所」と、「指定児童発達支援の」とあ

るのは「指定通所支援の」と、第69条第1

項中「事業所(以下「指定医療型児童発達

支援事業所」という。)」とあり、並びに

同条第2項及び第3項中「指定医療型児童

発達支援事業所」とあるのは「多機能型

事業所」と、第80条第1項中「事業所(以

下「指定放課後等デイサービス事業所」

という。)」とあるのは「多機能型事業所」

と、同項第1号中「指定放課後等デイサー

ビス」とあるのは「指定通所支援」と、

同条第2項中「指定放課後等デイサービス

事業所」とあるのは「多機能型事業所」

と、「指定放課後等デイサービスの」と

あるのは「指定通所支援の」と、同条第4

項中「指定放課後等デイサービス」とあ

るのは「指定通所支援」と、第92条第1

項中「事業所(以下「指定居宅訪問型児童

発達支援事業所」という。)」とあるのは

「多機能型事業所」と、第100条第1項中

「事業所(以下「指定保育所等訪問支援事

児童発達支援事業所」という。)」とある

のは「多機能型事業所」と、同項第1号中

「指定児童発達支援」とあるのは「指定

通所支援」と、同条第2項中「指定児童発

達支援事業所」とあるのは「多機能型事

業所」と、同条第3項中「指定児童発達支

援」とあるのは「指定通所支援」と、同

条第5項中「指定児童発達支援」とあるの

は「指定通所支援」と、第8条第1項中「指

定児童発達支援事業所」とあるのは「多

機能型事業所」と、同項第2号ア中「指定

児童発達支援」とあるのは「指定通所支

援」と、同条第2項及び第4項中「指定児

童発達支援事業所」とあるのは「多機能

型事業所」と、同項第1号中「指定児童発

達支援」とあるのは「指定通所支援」と、

同条第5項中「指定児童発達支援事業所」

とあるのは「多機能型事業所」と、同条

第7項中「指定児童発達支援」とあるのは

「指定通所支援」と、同条第8項中「指定

児童発達支援事業所」とあるのは「多機

能型事業所」と、「指定児童発達支援の」

とあるのは「指定通所支援の」と、第69

条第1項中「事業所(以下「指定医療型児

童発達支援事業所」という。)」とあり、

並びに同条第2項及び第3項中「指定医療

型児童発達支援事業所」とあるのは「多

機能型事業所」と、第80条第1項中「事業

所(以下「指定放課後等デイサービス事業

所」という。)」とあるのは「多機能型事

業所」と、同項第1号中「指定放課後等デ

イサービス」とあるのは「指定通所支援」

と、同条第2項中「指定放課後等デイサー

ビス事業所」とあるのは「多機能型事業

所」と、同条第3項中「指定放課後等デイ

サービスの」とあるのは「指定通所支援

の」と、同条第5項中「指定放課後等デイ

サービス」とあるのは「指定通所支援」

と、第92条第1項中「事業所(以下「指定

居宅訪問型児童発達支援事業所」とい

う。)」とあるのは「多機能型事業所」と、
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業所」という。)」とあるのは「多機能型

事業所」とする。 

第100条第1項中「事業所(以下「指定保育

所等訪問支援事業所」という。)」とある

のは「多機能型事業所」とする。 

2 利用定員の合計が20人未満である多機

能型事業所(この条例に規定する事業の

みを行う多機能型事業所を除く。)は、第

7条第5項及び第80条第5項の規定にかか

わらず、当該多機能型事業所に置くべき

従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医

及び管理者を除く。)のうち、1人以上は、

常勤でなければならないとすることがで

きる。 

2 利用定員の合計が20人未満である多機

能型事業所(この条例に規定する事業の

みを行う多機能型事業所を除く。)は、第

7条第6項及び第80条第6項の規定にかか

わらず、当該多機能型事業所に置くべき

従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医

及び管理者を除く。)のうち、1人以上は、

常勤でなければならないとすることがで

きる。 

備考 

1 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄

中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がない場合には、当該改正部分

を削る。 

2 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改 

める。 

3 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

   付 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 

 (虐待の防止に係る経過措置) 

2 施行日から令和4年3月31日までの間、改正後の那覇市指定通所支援の事業等の人員、設

備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新条例」という。)第3条第4項及び第47

条第2項(新条例第60条、第64条、第78条、第85条、第86条、第90条、第98条及び第103

条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなけ

れば」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。 

 (業務継続計画の策定等に係る経過措置) 

3 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第40条の2(新条例第60条、第64条、第78

条、第85条、第86条、第90条、第98条及び第103条において準用する場合を含む。)の規

定の適用については、新条例第40条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよ

う努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めな

ければ」と、同条第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。 

 (感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の対策等に係る経過措置) 

4 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第43条第2項(新条例第60条、第64条、第7

8条、第85条、第86条、第90条、第98条及び第103条において準用する場合を含む。)の規

定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」

とする。 

 (身体拘束等の禁止に係る経過措置) 

5 施行日から令和4年3月31日までの間、新条例第46条第3項(新条例第60条、第64条、第7
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8条、第85条、第86条、第90条、第98条及び第103条において準用する場合を含む。)の規

定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」

とする。 

 (旧指定児童発達支援事業者に係る経過措置) 

6 この条例の施行の際現に指定を受けている改正前の那覇市指定通所支援の事業等の人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「旧条例」という。)第7条第1項に

規定する指定児童発達支援事業者(次項から付則第8項までにおいて「旧指定児童発達支

援事業者」という。)については、新条例第7条第1項及び第6項の規定にかかわらず、令

和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。 

7 旧指定児童発達支援事業者に対する新条例第7条第3項及び第7項の規定の適用について

は、令和5年3月31日までの間、同条第3項中「又は保育士」とあるのは「、保育士又は学

校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した

者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による12

年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修

了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者

であって、2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの(以下「障害福祉サービ

ス経験者」という。)」と、新条例第7条第7項中「又は保育士の合計数」とあるのは「、

保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数(看護職員を除く。)」とする。 

8 旧指定児童発達支援事業者については、新条例第8条第6項の規定にかかわらず、令和4

年3月31日までの間は、なお従前の例による。 

 (旧基準該当児童発達支援事業者に係る経過措置) 

9 この条例の施行の際現に旧条例第61条第1項に規定する基準該当児童発達支援に関する

基準を満たしている基準該当児童発達支援事業者(次項において「旧基準該当児童発達支

援事業者」という。)については、新条例第61条第1項の規定にかかわらず、令和5年3月3

1日までの間は、なお従前の例による。 

10 旧基準該当児童発達支援事業者については、旧条例第61条第3項の規定は、令和5年3

月31日までの間、なおその効力を有する。 

 (旧指定放課後等デイサービス事業者に係る経過措置) 

11 この条例の施行の際現に指定を受けている旧条例第80条第1項に規定する指定放課後

等デイサービス事業者(次項及び付則第13項において「旧指定放課後等デイサービス事業

者」という。)については、新条例第80条第1項及び第6項の規定にかかわらず、令和5年3

月31日までの間は、なお従前の例による。 

12 旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新条例第80条第3項の規定の適用につい

ては、令和5年3月31日までの間、同項中「又は保育士」とあるのは、「、保育士又は障

害福祉サービス経験者」とする。 

13 旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新条例第80条第7項の規定の適用につい

ては、令和5年3月31日までの間、同項中「又は保育士の合計数」とあるのは、「、保育

士又は障害福祉サービス経験者の合計数(看護職員を除く。)」とする。 

 (旧基準該当放課後等デイサービス事業者に係る経過措置) 

14 この条例の施行の際現に旧条例第87条第1項に規定する基準該当放課後等デイサービ

ス支援に関する基準を満たしている基準該当放課後等デイサービス事業者(次項におい

て「旧基準該当放課後等デイサービス事業者」という。)については、新条例第87第1項

の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。 

15 旧基準該当放課後等デイサービス事業者については、旧条例第87条第3項の規定は、令
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和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。 
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報告第１８号                  

 

 

 

専決処分の報告について（車両事故） 

 

 

 

 地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和３年２月 19日提出 

 

 

 

                     那覇市長 城 間 幹 子 
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専 決 処 分 書 

 

 

 地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき平成 12 年３月 24 日議会の議決に

より指定された、１件 200 万円以下の損害賠償について、次のとおり専決処分

する。 

 

 

 

令和３年２月３日 

 

 

 

                     那覇市長 城 間 幹 子 

 

 

１ 事  件  名  車両事故 

 

２ 賠償の相手方 

及び賠償額 

  相  手  方  那覇市・南風原町環境施設組合 

  賠  償  額  174,790円 
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報告第１９号 

 

 

 

専決処分の報告について(業務委託金額の変更) 

 

 

 

地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和３年２月 19日提出 

 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子 
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専 決 処 分 書 

 

地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき、平成 12 年３月 24 日議会の議決

により指定された請負金額の 100分の５以内でその額が 1,000万円を超えない

範囲の請負金額の変更について、次のとおり専決処分する。 

 

令和３年２月 16 日  

那覇市長 城 間 幹 子 

 

 

１   議決 事 件 名  業務委託契約について（校内情報通信ネットワーク環境整

備業務）（令和２年 11 月２日同意） 

 

業 務 名  那覇市 GIGAスクール校内情報通信ネットワーク環境整備 

業務 

 

契約の相手方 那覇市壺川３丁目４番 26 オキジム壺川ビル 402 

株式会社 オキジム 那覇支店 

代表取締役 新里 哲郎 

 

２  変更する事項  契約金額 

 既 決 金 額   764,500,000 円 

 変更する金額   765,813,178 円 
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